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平成 29年度  

「グローバル女性リーダー育成カリキュラムに基づく教育実践と新たな女性リーダーシップ論の発信」 

大学院博士後期課程学生、ポスドク研究者等国際学会派遣プログラム 募集要項 

 

2017年 3月 28日 

グローバル女性リーダー育成研究機構長  猪崎弥生 

 

本学は、グローバル女性リーダー育成機能の強化を大学改革の重点的方針とし、その取組を進めています。

その取組の 1 つとして、国際的に活躍する女性研究者の育成を目的として、リーダーシップ、男女共同参画、

ジェンダー、日本学、国際協力等の分野で活躍する本学の女性研究者の国際学会での発表に対し、下記の支援

を行います。説明会を 4月 20日（木）に実施いたしますので、申請する方は必ず出席してください。 

 

記 

１． 目的 

 国際的に活躍する女性研究者の育成、グローバル女性リーダー育成研究機構の重点研究領域である、リーダ

ーシップ、男女共同参画、ジェンダー、日本学、国際協力等の研究を国際発信することを目的として、本学の

大学院博士後期課程学生、ポスドク研究者等の国際学会での発表に対し支援します。 

 

２． 派遣計画 

（１） 派遣先 

海外で開催される学会等での研究成果発表。講演、ポスター発表等、発表の形式は問わないが、 

本人が発表するものに限る。 

（２） 対象となる研究内容 

リーダーシップ、男女共同参画、ジェンダー、日本学、国際協力等に関連する研究。 

（３） 支援内容（Aか Bのどちらかのみ申請可） 

（A）学会参加費のみの支援 上限 5万円 

（B）渡航費、宿泊費、学会参加費の支援 上限は下記の通り。 

往復の航空券代が 10万円未満の場合・・・15万円まで 

        往復の航空券代が 10万円以上の場合・・・20万円まで 

（４） 派遣時期 

支援（A）平成 29年 4月 1日から平成 30年 2月末日までの期間に開催されるもの。 

支援（B）原則として、平成 29年 6月 1日から平成 30年 2月末日までの期間に開催されるもの。 

（５） 派遣人数 

支援（A）、（B）合わせて合計 5名程度。 

（６） 説明会 4月 20日（木） 12:20-13:00 場所 人間文化創成科学研究科棟 604室 

申請する方は必ず出席してください。 

上記の日程に参加できない場合はグローバルリーダーシップ研究所 

（人間文化創成科学研究科棟 506室）にて個別に説明しますので、 

申請する前に必ず下記問い合わせ先までご連絡ください。 

 

３． 応募資格 

すでに学会発表の申請が受理されている者で、以下に当てはまる者は応募することができる。 

（１）本学大学院博士後期課程在籍者（休学者は除く） 
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（２）グローバルリーダーシップ研究所特別研究員（みがかずば研究員） 

（３）本学基幹研究院研究員 

（４）大学院博士後期課程修了者（見込み含む）又は大学院博士後期課程単位修得退学者で、 

申請時に本学に所属しており（非常勤講師、AAなど）、かつ平成 26年 4月 1日以降に本学で学位を 

取得している、もしくは単位修得退学していること。 

ただし、次のものは除く。 

 ・常勤の職にある者。 

 ・日本学術振興会特別研究員。 

 ・科研費等の競争的資金の代表者。 

また、応募する学会発表について、すでに本派遣プログラム以外から渡航費等の支援を受けている場合、

もしくは申請中の場合、対象となる支援は（A）学会参加費のみとなる。 

 

４． 応募書類 

（１） 申請書は、グローバルリーダーシップ研究所のホームページから用紙をダウンロードし、必要事項

を記入の上、プリントアウト、押印をして提出すること。メールでの提出は認めない。 

（２） 参加する学会等に関する資料（日程、プログラム等が明示されているもの） 

（３） 下記の応募期間内に、学会の日程、プログラムが発表される予定のない場合は、学会発表が承認さ

れたことを証明する書類（例：学会事務局との Eメール等のやり取りの記録）を上記（２）の代わ

りに提出すること。 

（４） 受け入れ教員または指導教員等の推薦書（申請書内） 

 

５． 応募期間、提出先 

応募期間：平成 29年 4月 19日（水）～5月 8日（月）17時まで（必着）。＊（A）（B）同じ 

提出先：大学本館 117室 企画戦略課（広報）（担当 脇）03-5978-5336（内線 5336） 

   直接持参するか、または封筒表面に「国際学会派遣プログラム応募書類在中（企画戦略課広報担当）」

と朱記し、提出書類一式を書留又は簡易書留で郵送（宅配便も可）すること。   

 

６． 選考方法：書類審査による。審査結果は申請後に個別に通知する。 

 

７． 帰国後の義務 

・ 旅券の半券（原本）、学会参加費や旅券などの領収書（原本）を提出する。ただし、Web 申込等で事前に

学会参加費を支払った場合は別途相談すること。 

・ 帰国後に報告書（Abstract、学会の概要、写真など）を渡航期間が終了してから 1 ヶ月以内に提出する。 

・ グローバルリーダーシップ研究所、ジェンダー研究所の研究会等で発表を求められることもある。 

 

８． その他 

（１） 申請件数は一人につき 1件（1箇所）とする。 

なお、過去、本プログラムに 2 回以上採択されたことのある者、および平成 29 年度の学生海外調

査研究プログラムに申請する者は、本プログラムに申請できない。なお、学生海外調査研究プログ

ラムの過去の採択者（平成 28年度以前）はその時実施した調査との関連性を明記すること。 

（２）共同発表の場合でも申請は可能だが、申請者本人が研究発表を行わない学会参加は支援対象と 

しない。 

（３）支援（A）と（B）を同じ年度内に申請することはできない。 



3 

 

（４）「国立大学法人お茶の水女子大学研究者行動規範」及び「国立大学法人お茶の水女子大学研究倫理指

針」に従って研究・調査活動、ならびにその成果発表を行うこと。 

（http://www.ocha.ac.jp/reiki/reiki_honbun/x243RG00000236.html,  

http://www.ocha.ac.jp/research/menu/ethics_indicator/index.html を参照） 

（５）支援（B）の渡航費は実費、宿泊代は旅行先の地域によって一泊あたり一律の支払いとなる。 

（甲地域・・・20,000円（大学院生の場合は 15,000円）、 

乙地域・・・15,000円（大学院生の場合は 11,000 円）） 

   日当は支払われない。上限を超える金額はすべて私費となる。 

（６）学会公式のレセプション等の飲食代への補助は行わない。ただし、学会参加費にレセプション等の

飲食代が含まれている場合は、別途相談すること。 

（７）支払いはすべて本人立替払いの後、後日振込みにて精算となる。 

 

９．問い合わせ 

グローバルリーダーシップ研究所 特任講師 大木直子 

E-mail：migakazuba@cc.ocha.ac.jp  

電話：グローバルリーダーシップ研究所 03-5978-5520（内線 5520、月～金 10:00-16:00） 

 

以上 

 


